
（ 別表１ ）

令和７（2025）年４月１日改正

必要書類 根拠等 留意事項

住宅の登記事項証明書 規則第４－４－１－ニ
※システムの利用法により変更の可能性あり。
原本又は登記情報提供サービスにおいて発行される照会番号。

住宅の図面 規則第４－４－１－ト

以下の事項及び安全措置に係る内容（別添「安全措置について」参照）を明示した図面。
（１）台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
（２）住宅の間取り及び出入口
（３）各階の別
（４）居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積

誓約書
規則第４－４－１－ワ
規則第４－４－２－ハ

・法人の場合は様式Ａにより、法第４条第２号から第４号まで、第７号及び第８号の欠格事由に該当し
ない旨を記載した書面であって、署名又は押印があるもの。
・個人の場合は様式Ｂにより、法第４条第１号から第６号まで及び第８号のいずれの欠格事由にも該当
しない旨を記載した書面であって、署名又は押印があるもの。

消防法令適合通知 ガイドライン 消防部局の発行する消防法令適合通知書。

入居者の募集が行われ
ている家屋の場合

入居者の募集の広告その他の当該住
宅において入居者の募集が行われて
いることを証する書類

規則第４－４－１－ホ
当該募集の広告紙面の写しや賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写し、募集広告の写し、募集の写
真その他の入居者の募集が行われていることを証明する書類。

随時その所有者、賃借人
又は転借人の居住の用
に供されている家屋の場
合

当該住宅が随時その所有者、賃借人
又は転借人の居住の用に供されている
ことを証する書類

規則第４－４－１－ヘ
届出住宅周辺における商店で日用品を購入した際のレシートや届出住宅と自宅の間の公共交通機関
の往復の領収書の写し、高速道路の領収書の写しその他の随時その所有者、賃借人又は転借人の
居住の用に供されていることを証する書類。

届出者が賃借人の場合
賃貸人が住宅宿泊事業の用に供する
ことを目的とした賃借物の転貸を承諾
したことを証する書面

規則第４－４－１－チ －

届出者が転借人の場合
賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の
用に供することを目的とした転借物の
転貸を承諾したことを証する書面

規則第４－４－１－リ －

専有部分の用途に関する規約の写し 規則第４－４－１－ヌ －

管理組合に届出住宅において住宅宿
泊事業を営むことを禁止する意思がな
いことを確認したことを証する書類
（※規約に住宅宿泊事業を営むことに
ついての定めがない場合）

規則第４－４－１－ル

届出者が管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方
針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書（様式Ｃ）又は本法成立以降の総会及び理
事会の議事録その他の管理組合届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないこ
とを確認したことを証明する書類。

住宅宿泊管理業務を住
宅宿泊管理業者に委託
する場合

法第３４条の規定により交付された書
面の写し

規則第４－４－１－ヲ

管理受託契約の締結に係り、法第３４条に基づいて住宅宿泊管理業者から交付される以下の事項を
記載した書面の写し。
（１）住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
（２）住宅宿泊管理業務の実施方法
（３）契約期間に関する事項
（４）報酬に関する事項
（５）契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
（６）その他国土交通省令で定める事項

規則第４－４－１－イ

・商号、事業目的、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地が登記事項証明書
　の内容と一致しているものでであって、現在効力を有するもの。
・外国法人においては、日本政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その
他これに準じるもので、上記内容の記載があり、国内で登記した登記事項証明書と内容が一致してい
るものであって、現在効力を有するもの。

規則第４－４－１－ロ
法人名、事業目的、代表者名、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地の記載があるも
の。

規則第４－４－１－ハ

外国籍の役員においては、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類
その他これに準じるもので、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者と同様に取り扱われている
者に該当しないことを証明した書類を提出すること。当該書類が存在しない場合は、破産手続開始の
決定を受けて復権を得ない者に相当するものに該当しない者であることを公証人又は公的機関等が
証明した書類を提出すること。

規則第４－４－２－イ

外国籍の届出者においては、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書
類その他これに準じるもので、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者と同様に取り扱われてい
る者に該当しないことを証明した書類を提出すること。当該書類が存在しない場合は、破産手続開始
の決定を受けて復権を得ない者に相当するものに該当しない者であることを公証人又は公的機関等
が証明した書類を提出すること。

営業に関し成年者と同一
の行為能力を有しない未
成年者であって、その法
定代理人が法人である場
合

法定代理人の登記事項証明書 規則第４－４－２－ロ
外国法人においては、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その
他これに準じるもので、法人名、事業目的、代表者名、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の
所在地の記載のあるもの。

届出者の本人確認情報
が確認できないとき

住民票の抄本又はこれに代わる書面 規則第４－５

外国籍の届出者においては、住民票の抄本の提出ができないときは、住民基本台帳法（昭和42年法
律第81号）第30条の45に規定する国籍などの記載のあるもの又は日本国政府が承認した外国政府や
権限のある国際機関の発行した書類その他これに準じると都道府県知事等が認めるもの。（例：外国
政府の発行した旅券の写し、公証人又は公的機関等が証明した書類）

※「規則」とは、住宅宿泊事業法施行規則（平成29年厚生労働省・国土交通省令第２号)をいう。

※官公署（日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関を含む。）が証明する書類は、届出日前３月以内に発行されたものとし、官公署から発行された書類を提出すること。

届出者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当し
ない旨の市町村の長の証明書

共
　
　
通

共
　
　
　
通

（
法
人
・
個
人

）

届
出
者
が
個
人
の
場
合

住宅宿泊事業届出書に係る添付書類一覧

住宅がある建物が２以上
の区分所有者が存在す
る建物で居住の用に供す
る専有部分のあるもので
ある場合

役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当し
ない旨の市町村の長の証明書

登記事項証明書

定款又は寄付行為
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